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第１ 各争点の骨子

まず、被告から反論がなされた各論点につき、原告の主張の骨子を示す。

１ 債務不履行

事実関係として、㈱トライが基本協定書・仕様書・Ｑ＆Ａに定められた常勤

支援員の必要数を確保していなかったことは、当事者間に争いがないと思われ

る。

一方、被告はその評価として、㈱トライが負う債務が手段債務であり、常勤

支援員確保義務違反は債務不履行とならない旨の主張を繰り返す。

しかし、常勤支援員確保義務は、児童福祉等の観点から㈱トライに課された

重要な役務であり（原告準備書面⑷、同⑼等）、春日部市もその重要性を認識

したうえであえて条例以上の水準を指定管理者に求め（同⑼）、基本協定書等

によりその内容が特定されたものである（第６準備書面等）。

常勤支援員確保義務違反は債務の本旨に反するものであり、㈱トライの債務

不履行と評価されることは明らかである。

２ 損害

以上のとおり、常勤支援員確保義務は内容が具体的に特定されている。指定

管理者である㈱トライに支払われる指定管理料は、各内訳毎に適正な積算根拠

が求められており（第６準備書面、第１１準備書面）、特に人件費は、職員の

種別及び人数等に応じて算出されており、明確な対価関係に立つ（第１０準備

書面）。

本件で債務不履行により春日部市に生じた損害は、常勤支援員確保義務に反

して㈱トライが確保しなかった常勤支援員の人数分の人件費相当額である。

仮に㈱トライが他の種別の職員を補充し、それに対する人件費を支出したと

しても、論理上当然に上記損害を減額させる事情とはならない。

３ 損害賠償請求権の行使

被告は、㈱トライに対し、常勤支援員不足分の人件費相当額の損害賠償請求
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をしなければならない。

かかる債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使に関し、被告に裁量はない

（最判平成１６年４月２３日、『最高裁判所判例解説 民事篇 平成１６年度

（上)』２８０頁、第８準備書面第２の３）。

㈱トライに対する春日部市ないし被告がとりうる監視監督の方法選択の問題

は、損害賠償請求権の行使の問題とは関係がない（第１１準備書面）。

４ 基本協定の内容変更

本件基本協定は、春日部市の住民、ことに放課後児童クラブ利用者を受益者

とする第三者のためにする契約ないしそれに準じる契約といえる。

第三者のためにする契約では、第三者による受益の意思表示によって第三者

の権利が発生し、その後は契約当事者においてこれを変更し、又は消滅させる

ことができない（民法５３８条１項、５３７条３項、同条１項）。

本件では、少なくとも放課後児童クラブ利用者がその利用を申請した時点で

受益の意思表示がなされたといえる。以後、本件基本協定の契約当事者である

春日部市と㈱トライの判断のみによって、本件基本協定及びこれを構成する各

規定等に基づく利用者の権利内容を変更することは許されない。

５ 小括

⑴ 以上より、原告の請求が認められることは明らかである。

⑵ 以下、念のため、上記原告の主張が、指定管理者制度における基本協定の

機能面及び理論面から正当化されることにつき、敷衍する。

指定管理者制度における基本協定では、私法上の契約論理と、行政法上求

められる民主的コントロールの論理とが交錯する。

本件基本協定、ことに常勤支援員確保義務との関係では、両者いずれの論

理からも、①内容の特定と、②内容の固定とが要請され正当化されることと

なる。

①内容特定は、とくに上記１（債務不履行であること）及び２（人件費が
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損害であること）を、②内容固定は、とくに上記３（市長が損害賠償請求権

を行使しなければならないこと）及び４（基本協定の変更が許されないこ

と）を、それぞれ補強する。

詳述していく。

第２ 契約の性質

私法上の契約論理との関係で着目すべきは、本件基本協定の①継続的役務提

供契約としての性質と、②公的（制度的）性質である。

１ ①継続的役務提供契約としての性質

本件基本協定は、サービス＝役務の提供を債務とする契約であり、かつ、５

年間の長期にわたる継続的契約である。本件基本協定は、いわゆる継続的役務

提供契約の一般的性質から想定されるトラブルを未然に回避すべく考案された、

契約技術の結晶といえる。

⑴ 役務提供契約（甲３８・１６５頁以下、１７０頁以下、１９３頁、２３７

頁以下参照）

サービス＝役務は、物などと異なり、その内容を視認したり質を評価した

りすることが一般的に困難である（「無形性」）。このことから、役務提供

契約は、債務内容の特定や、債務の履行に対する客観的評価等が困難となり

やすい。また、役務に関する情報の非対称性等から、交渉等の場面において

役務提供者が受給者に比して優位に立ちやすいことも指摘されている。

契約の不確実性を縮減し、契約当事者間の均衡を図るためには、契約締結

に際しての役務提供者からの情報開示や、契約内容の確定度を高めることが

重要となる。

⑵ 継続的契約（甲３８・１６７頁、２０４頁、２４０頁以下参照）

役務提供契約の取引が継続すると、当事者間で情報共有が進むことなどに

より、不確実性が減少する傾向となる。また、取引関係の維持により、種々
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の経済的利益などの価値（「関係価値」）が発生し、相互に相手方への依存

が高まる傾向ともなる。

このことから、継続的役務提供契約では、相手方を変更することが困難と

なり、一方当事者がそれに乗じて自らに有利な結果を得ようとし（「関係価

値を利用した機会主義的行動」）、非合理的な取引慣行が横行するリスクが

潜在する。

このリスクを回避するためには、予め契約内容を確定し、これを将来にわ

たって固定することが重要となる。

⑶ 第三者に対するサービス提供（甲３８・２４３頁以下参照）

また、継続的役務提供契約のうち、不特定の第三者に対するサービス提供

を債務とするものについては、契約当事者間の問題だけでなく、当該契約の

社会的機能をも考慮した規律の形成と紛争解決とが必要となる。その際には、

私法秩序以外の秩序も尊重される必要がある。

⑷ 本件との関係

本件でなされた募集要項の発表、Ｑ＆Ａによる内容特定、事業計画書によ

る情報開示、仕様書を含む基本協定書の締結は、合意の内容自体としても、

合意に至るプロセスとしても、継続的役務提供契約の一般的性質からくる潜

在的リスクを回避するための営為であったといえる。

被告の主張する手段債務論は、役務によってもたらされるべき成果自体を

目的としていない本件基本協定の性質（「成果志向」でなく「状態志向」）

は正しく捉えているものの、一方、だからこそ、提供されるべき役務の具体

的内容を契約締結時点で確定した意義（「内容不確定型」でなく「内容確定

型」）を見落としており（甲３８・１９１頁以下参照）、不当である。

２ ②公的性質

本件基本協定は、過去に春日部市が行ってきた放課後児童クラブの管理業務

につき、指定管理者に委託する内容を規定するものである（甲１・１条）。
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地方公共団体が行ってきたサービスを民間委託する際には、契約に内在する

公的（制度的）性質から、一般的な取引的契約とは異なる規律が必要となる。

この論理は契約論からのアプローチも可能であるが（甲３９）、下記第３の行

政法学的な視点とオーバーラップするところがあるため、ここでは詳論を避け

る。

第３ 民主的コントロール

行政法上求められる民主的コントロールの大要は、以下のとおりである。

１ 公の施設責任

本件で管理の対象となっている「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する

目的をもってその利用に供するための施設」である（地方自治法２４４条１

項）。公の施設は、住民の日常生活に不可欠なもの、あるいは住民福祉の観点

から重要な意味を持つ施設であり、元来自治体により設置・管理され住民の利

用に供されている。

自治体は、住民に対し、公の施設を住民の利用に供する責務を負い（地方自

治法２４４条２項、同１０条２項）、これを公の施設責任と呼ぶ（甲４０・６

８７頁）。

２ 指定管理者制度の特徴

指定管理者制度は、公の施設の設置は各地方公共団体が行うとしたままで、

その管理を一定の法人等に委ねることができることとした制度である（地方自

治法２４４条の２第３項、甲４１・３４頁）。

施設管理については、地方公共団体は任務の実施の最終的な責任を留保しな

がら、その具体的な実施の部分を民間主体に委託することとなる（甲４１・８

５頁、甲４２・１１６頁。）。指定管理者制度は、民間主体のノウハウ等の活

用が期待される一方、行政組織法上の委任行政とも評価され、公共団体による

民主的コントロールが必要とされる（塩野宏『行政法Ⅲ［第五版］行政組織
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法』（有斐閣、２０２１年）１３４頁等）。

いわゆる「民営化」には様々な手法があるが（第１１準備書面、甲３９⑴・

１２２頁以下、甲４２・１１５頁以下等）、指定管理者制度は、自治体に公の

施設責任を留保する点に特徴がある（甲４０・６９８頁、甲４２・１１６頁）。

３ 民主的コントロールの方法

⑴ 地方自治法上の規律

指定管理者に対する民主的コントロールの方法として、地方自治法は主に

以下の規律を定める。

・指定管理者に管理を行わせる場合には条例が必要であり（２４４条の２

第３項）、指定の手続、管理の基準及び業務の範囲その他事項を条例で定

める（同４項）。

・指定管理者の指定には議会の議決を必要とする（同６項）。

・指定管理者は、毎年度事業報告書を提出しなければならない（同７項）。

・普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理の適正を期するため、指定

管理者に対し、業務や経理の状況の報告を求め、調査し、必要な指示をす

ることができる（同１０項）。

・管理が適当でない場合、指定を取り消し、管理業務の停止を命ずること

ができる（同１１項）。

・監査委員又は外部監査人が、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に

係る出納関連の事務について監査を行うことができ、その結果については

公表する（１９９条７項、２５２条の３７第４項、２５２条の４２第１

項）。

⑵ その他の規律

地方自治法上の規律が簡素で抽象的なものであることから、協定書等の手

段による具体的な規律が要請されることは、第１１準備書面で触れた。

「平成２０年度地方財政の運営について」（平成２０年６月６日総財財第
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３３号・甲１７、甲４１・２１２頁）では、指定管理者制度の運用につき、

以下の事項への留意を求めている。

ア 指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準

の確保という観点が重要であること。

イ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、

公共サービスについて専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入す

ることが重要であること。

ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する

事項、リスク分担に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むこ

とが望ましいこと。また、委託料については、適切な積算に基づくもの

であること。

これらを前提として、上記通達は、指定管理者の選定過程、指定管理者に

対する評価、指定管理者との協定等、委託料等の支出、の運用上の各段階ご

とに具体的な留意事項を定めている（甲４１・２１３頁）。

「公共サービスの水準の確保」のために、公正透明な選定の基準・手続の

設定と厳格な審査、適切な管理運営のための細目に関する協定締結、適時適

正な住民への情報公開、客観的で公正なモニタリングや評価等の実施が求め

られているのである（甲４１・１３頁以下）。

第４ 本件について

以下では、本件における各段階ごとの問題を、第２でみた継続的役務提供契

約の性質と、第３でみた民主的コントロールの観点を踏まえて、考察する。

１ 指定管理者の募集

⑴ 公募

本件では、指定管理者を公募している。

これは、民主的コントロールの観点からの要請といえる。春日部市では、
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広く様々な団体からの提案を受け、提供されるサービスと経費のバランスを

比較検討し、多くの申請者の中からより良い団体を選定するため、原則とし

て公募を行うこととしている（甲４３・１９頁）。

公募及び選定には、公正公平で透明化された手続が要請される（甲１５の

２・１７８頁以下）。

公募した場合、従前指定されていた業者とは異なる業者が指定される可能

性は、制度上当然に内包されている。

被告は社会福祉協議会が応募しなかったことやそれによる影響を縷々主張

するが、そのことが㈱トライの履行すべき債務との関係で影響を及ぼすこと

などありえない。

⑵ 募集要項

募集要項には、詳細な仕様書と基本協定書案とが添付されている。

ア 継続的役務提供契約（甲３８・２３７頁以下参照）

役務提供契約では、サービスの無形性から、受給者が事前にその具体的

内容を明確に知ることが困難となりやすい。本件でいえば、「児童の福祉

に資するよう放課後児童クラブを管理運営する」役務などといっても、提

供されるサービスの具体的内容はまったくもって不明である。

一方、役務提供者にとっても、費用対効果の検討や、将来的に生じうる

契約外の余分なサービスの要求や不当なクレームといったリスクを回避す

るためにも、債務内容の特定性を高める要因がある。

とくに事業者間における継続的役務提供契約では、当事者双方に債務内

容の特定性を高める誘因があり、そのための工夫を契約条項に盛り込むこ

ととなる。

イ 春日部市の運用

以上の観点や民主的コントロールの観点から、春日部市でも、募集要綱

には、指定管理者が行う業務内容、管理の基準等、管理に当たっての条件
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を明記することを必要としている（甲４３・１８頁）。

とくに協定書は、指定管理者の指定以後に管理業務の実施に当たっての

細目的事項や指定管理者に支払う指定管理料の額等を指定管理者との間の

協議により定めるものであるため、指定管理者を希望する団体が、事業計

画書や管理に係る収支計画書などを作成するに当たって十分な情報の提供

をする必要があることから、募集要項に添付する協定書案を作成すること

が必要となる（甲４３・９頁）。

本件で募集要項に協定書案及び仕様書案が添付され、管理業務の細目的

事項や指定管理料の算出方法等が具体的かつ詳細に記載されていたのは、

かかる趣旨である。

⑶ 質問事項の受付

春日部市では、募集要項の内容等に関する質問書をメール等で受け付け、

質問事項及び回答を施設所管課ホームページにおいて公表することとされて

いる（甲４３・１０頁）。

本件ではその結果としてＱ＆Ａがホームページで公表された。なお、公表

以後の質問に対しては、公平性の観点からこれをうけることはできない（甲

３・１頁）。

常勤支援員の定義は、以上のプロセスのもとＱ＆Ａで明確化されたもので

ある（Ｎｏ１２）。

⑷ 基本協定における修正可能性

公募に求められる公平性や透明性の観点から、募集要項における協定書案

の内容について、実際に締結される基本協定でどこまでの修正が許されるか

が、問題となる。

この点については、その修正が公募に応じる民間企業等にとって重要なも

のであると考えられる事項や、それが指定管理者の決定における評価基準と

なっている場合、たとえば、施設の管理運営基準に関するもの、あるいはコ
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スト負担の多寡に影響するものなどについては、協定書案が修正される可能

性がある条項が予め周知されていたかどうかや、第三者機関において透明性

のある議論がなされることなど、公募条件の設定が公平性や競争性の観点か

ら許されるものであるかどうかで判断されるべきとされている（甲１５の２

・１８８頁）。

指定管理者に課された常勤支援員確保義務の内容は、公募に際して募集要

項及びＱ＆Ａで明らかにされた。その内容は、現に社会福祉協議会の撤退に

影響したほどの重要なものであるし（下記２⑶イ）、職員の種別と数に応じ

て人件費が算出されることからしても（第１０準備書面）、これがコスト負

担の多寡に直結する内容であることは明らかである。

そもそも募集要項やＱ＆Ａは、応募者の公平を担保するために公表され、

その内容が固定される性質のものである（上記⑶）。現に本件では、募集要

項とＱ＆Ａで明確にされた常勤支援員の内容が修正される可能性については

予め周知されていないし、基本協定締結までの間にその変更が議論された形

跡もない。

本件基本協定書においても、常勤支援員確保義務の内容は、募集要項及び

Ｑ＆Ａのそれを踏襲している。常勤支援員確保義務の内容固定の要請（下記

３）は、この場面でも現れている。

２ 指定管理者の選定・指定

⑴ 民主的コントロールの観点

指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効果的に達成するためにあるか

ら、公共サービスの水準確保の要請を果たす最も適切なサービスの提供者を

選定しなければならない。指定管理者の選定手続においても、一般競争の理

念たる「公正性」「経済性」「均等な参加の機会の平等」等が確保される必

要がある（甲１５の２・１７８頁以下参照）。

なお、指定にあたり、議会の議決が必要とされているのは（地方自治法２
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４４条の２第６項）、①指定管理者の範囲について特段の制約がなくなった

こと、指定管理者が行政処分の一種である使用の許可を行うことができるよ

うになったこと等を踏まえると、指定管理者の指定にあたっては慎重な手続

を踏む必要があると考えられること、②公の施設は住民の負託を受けて地方

公共団体が設置及び管理していることにかんがみると、公の施設の管理のあ

り方について住民の意思を反映させる必要があると考えられること、に理由

がある（甲４１・８９頁）。

⑵ 応募者による情報開示

本件では、応募者から申請時に事業計画書等が提出され、選定にあたり応

募者によるプレゼンテーションの機会も確保されている。

上記第２の１⑴で述べたように、一般的に役務提供契約では、サービスの

無形性や情報の非対称性などから、サービス受給者にとっては、提供される

サービス内容や提供者の履行可能性について、不確実な要素が大きい。した

がって、契約締結の判断にあたり、提供者からの情報開示は、極めて重要な

意義をもつ。

これにくわえ公共サービスの水準確保の要請などから、春日部市では、広

く様々な団体からの提案を受け、提供されるサービスと経費のバランスを比

較検討し、多くの申請者からより良い団体を選定するため、原則として公募

を行い、複数の申請者から事業計画書を提出させることとしているのである

（甲４３・１９頁）。

本件では、①常勤支援員の確保数の予定、②確保の履行可能性についての

根拠、③指定管理料積算の根拠としての職員の属性に応じた人件費の内訳、

等につき、事業計画書等で明らかにさせている（第６準備書面、第１０準備

書面）。

なお、開示される情報の正確性を担保するため、応募書類に虚偽の記載が

あった場合には、失格となる（甲６の１・１１頁）。
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⑶ 選定

ア 選定の基準及び方法

指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準の

確保という観点が重要である（甲１７、甲４１・２１２頁）。具体的には、

指定管理者を選定する際の基準設定に当たって、事業計画書に沿った管理

を安定して行うことが可能な人的能力・物的能力を具体的に反映させてい

るかに留意することが必要である（甲４１・２１３頁）。

これを踏まえ、春日部市では、指定管理者候補者の選定に当たっては、

住民の平等利用の確保、管理に当たっての費用、効果、管理能力などの事

項を総合的に勘案して決定すること、具体的には、選定委員会を設置し、

指定管理者を希望する団体等から出された事業計画書等の審査、プレゼン

テーション（質疑応答を含む）により決定することとしている（甲４３・

２０頁）。

イ 「常勤」支援員の確保が重要な考慮要素とされたこと

常勤支援員の確保が指定管理者候補者の選定及び指定管理者の指定にあ

たり重要な考慮要素とされていたことは、原告準備書面（９）で詳述した

ところである。簡単に確認する。

・春日部市は、「社協が指定管理者として運用を開始した当初から、仕様

書の基準を満たせない状態が続いていたことを踏まえ、平成２８年度の

年度途中より、まずは仕様書の基準に比して緩やかな条例の基準を満た

すことを求めることとし」た（令和４年１１月２日付被告釈明書第１

項）。

・にもかかわらず、春日部市は社協に対し繰り返し「常勤」指導員の人員

不足を指摘・指導し、少なくとも平成２９年度と平成３０年度には、常

勤指導員不足を理由として、不足分の人件費について指定管理料から差

し引いた（甲２０の３、４等）。
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・以上から、春日部市が社協時代から、指導員の有「資格」性のみならず、

指導員の「常勤」性に強いこだわりを示していたことが分かる。

・本件募集要項記載の審査基準では、「事業計画書に沿った管理を安定し

て行う経営基盤を有していること」に「３３％」という高い配点が割り

当てられた（甲６・１１頁）。これは、募集要項の策定にあたり、「職

員体制・採用、確保の方策についての点数割合を増や」すとの方針によ

り、当初は２９％としようとしていたものを、あえて引き上げたもので

ある（甲１８・２頁）。

・本件のＱ＆Ａでは、社協が一定の質を保った児童クラブ運営を行ってき

たと評価しつつ、課題として、支援員の恒常的な不足を挙げている（甲

３・ＮＯ１７）。

・そのうえで、常勤支援員における「常勤」定義が「週３８時間４５分以

上の勤務する人」であることがＱ＆Ａで明確にされた（Ｎｏ１２）。

・㈱トライが提出した応募書類の内容は、求められた常勤支援員の人員を

確保できるとするものである。

・指定管理者候補者選定委員会では、社協が「支援員不足などの課題」を

抱えていたとの認識をもとに、「必要な支援員を確保しつつ、現指定管

理者の支援員の雇用について柔軟な対応が期待できること」を理由とし

て、㈱トライを指定管理者候補者として選定した（甲１０）。

・市議会で内藤信代こども未来部長は、質疑に対する応答として、選定委

員会と同様の理由を挙げるとともに、「支援員の人材確保についてでご

ざいますが、株式会社トライグループは、全国で約１３万人の人材登録

があり、そのうち本市及び隣接地におきまして、保育士、社会福祉士等

の有資格者１，５００人ほどの登録者がございますので、支援員の安定

的な確保が可能であると考えております。」とし、議案が可決された

（甲３１）。
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・以上の結果、㈱トライが指定管理者として指定されたものである。

・なお、社協は、指定管理者応募の申請期間中の平成３０年７月１８日の

理事会において、春日部市の募集要項で求められる確保すべき支援員数

及び指定管理料からすると赤字が見込まれるため、子どもの健全育成の

見地からの悩みがありつつも指定管理者に応募しないことを決定した

（甲２５の３）。

ウ 小括

春日部市は、新たな指定管理者の選定基準として、常勤支援員の確保を

重要な考慮要素の一つとしており、㈱トライによる情報開示により、㈱ト

ライがこれを履行可能な業者と判断して指定管理者に指定したものといえ

る。

３ 基本協定

以上のプロセスを経て、春日部市と㈱トライとの間で本件基本協定が締結さ

れた。

上でも触れたが、本件基本協定は、その内容を構成する仕様書、募集要項、

事業計画書等とあわせて、㈱トライが提供すべき役務＝債務の内容の特定性が

高いものとなっている。以下では、特定性を高める意義について改めて確認す

るとともに、その内容が固定される必要性を論じる。

⑴ 不確実性の縮減

上記第２の１⑴で、役務提供契約に内在する一般的なリスクに触れた。

役務提供契約は、一般的に、債務内容の特定が困難であるという特徴があ

る。これを回避するために契約内容を明確にすべき必要性が、役務受給者・

役務提供者の双方に存在することは、上記第５の１⑵アで論じた。

債務の履行に関する評価の場面では、サービスの性質上給付の質に幅があ

ることや、サービスの成果が主観的事情により異なりうることなどから、債

務不履行の判断がしばしば困難となることが指摘されている。しかし、これ
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らについては、契約内容を特定することにより、予めリスクを回避すること

が可能である（甲３８・２３９頁、下記４⑴イ）。

対価の設定の場面でも、債務内容の確定度を高めれば、これを明確に決定

することが可能となる（甲３８・１９２頁以下）。

以上のように、サービスの無形性等からくる契約の不確実性を排除するた

めには、事前の合意によって、役務＝債務内容の確定度を高めることが要請

される。

このような不確実性の縮減を目的として、通達は、「指定管理者との協定

等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する

事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。また、委託

料については、適切な積算に基づくものであること。」（甲１７、甲４１・

２１２頁）とする。

本件基本協定において、指定管理者が確保すべき常勤支援員の内容と数と

が明確に規定されているのは、不確実性を縮減するための契約技術の結果と

いえる。このことにより、指定管理者が給付すべき役務の内容が一義的に明

らかになり、債務の履行状況を客観的に評価することも可能となり（第６準

備書面）、人件費を一義的に明確に算定することも可能となるのである（第

１０準備書面）。

⑵ 機会主義的行動の抑制

ア 内容確定による内容固定

一般的に、役務提供契約が継続することによって、当事者双方が相手方

への依存度を増し、新たな相手方を探すインセンティブが減少し、その関

係性に乗じて一方当事者が自らに有利な結果を得ようと行動に出て、非合

理な取引慣行が横行するリスクが存在することは、上記第２の１⑵で論じ

た（「関係価値を利用した機会主義的行動」）。

このようなリスクを回避するためには、契約締結時に適正な契約内容を
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確定し、これを将来にわたって固定することが必要となる。

一般的に、継続的役務提供契約において役務内容の確定度を高めた場合、

上記⑴のとおり、提供者の債務の履行の有無が明確になるとともに、対価

も明確に決めることができるばかりでなく、当事者の関係が安定的になり、

契約後の事情の変化に対しても硬直的となる性質がある（甲３８・１９２

頁以下）。内容の特定は、内容の固定にも資することになるのである。

本件基本協定において㈱トライの役務内容の確定度を高めたことは、継

続的関係から生じうるリスクの回避にも資するものであるはずだった。

イ 公共サービス水準維持のための規律

このようなリスク回避のための内容固定は、第三者へのサービス提供を

目的とする契約、ことに公共サービスの水準を確保すべき要請が認められ

る契約においては、その必要性が高まる。

しかし、現実的には、第１１準備書面で論じたように、民間委託を行っ

た各分野で全国的にリスクの顕在化が散見される。

本件でも、被告の主張によれば、春日部市は、「働き方改革」の口実や

コロナ禍等に乗じてなされた㈱トライの機会主義的行動に安易に追従し、

令和２年と令和３年の２度にわたって基本協定の常勤支援員確保義務の水

準を切り下げ、さらには常勤性を放棄する確認書を交わす結果となったよ

うである。春日部市は、受益者たる住民の利益を無視し、公共サービスと

しての水準を低下させる判断をし、自身に留保されているはずの放課後児

童クラブに対する公の施設責任を放棄したものといえる。

そもそも本件基本協定には、このような水準切り下げを防ぐべく、予め

各種の規律が用意されていた。

一つは、指定管理者に対し事業報告書等の提出を課し、定期的なモニタ

リングを実現する規律である。下記５で詳述する。

もう一つは、基本協定の内容変更を限定する規律である。
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ウ 基本協定の内容変更の制限

本件基本協定は、原則として、その内容を変更することができない。協

定の改定ができるのは、「児童クラブの管理に関し、特別の事情が生じた

とき」に限られる（３８条）。

逆にいえば、３８条の規定によらずに、基本協定の内容変更につき合意

が交わされたとしても、これが基本協定の内容や解釈に影響を及ぼすこと

はない。この帰結は、基本協定等の構造から導かれる。

指定管理者は、基本協定、年度協定、市の例規並びに関係法令等の他、

募集要項及び事業計画に従い、事業を実施しなければならない（基本協定

２条１項）。そして、基本協定、年度協定、募集要項及び事業計画書の規

定の間に矛盾若しくは齟齬がある場合、基本協定、年度協定、募集要項、

事業計画書の順に、その解釈が優先される（同３条１項）。

すなわち、法令を除けば、当事者間において最も優先されるべき規定は

基本協定であり、年度協定を含むその他の形式による合意等は、これに劣

後することとなる。また、仮に万が一、基本協定、年度協定、募集要項及

び事業計画書以外の形式による合意がなされたとしても、これが直ちに指

定管理事業の実施につき、春日部市と㈱トライとの間で法的拘束力を生じ

ることにはならない。

したがって、基本協定が想定しない形式による合意がなされた場合に、

その合意が基本協定に優先することはありえないし、そもそも指定管理事

業の実施に関し春日部市や㈱トライを法的に拘束するものでもない。

このように、基本協定は、機会主義的行動の抑制や公共サービス水準確

保の観点から基本協定の内容を固定する規律を採用しているのであるから、

３８条の「特別の事情」該当性判断が必要となった際にも、制限的な解釈

がなされる必要がある。

なお、基本協定４０条は、協定に定める事項について疑義が生じたり、
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そもそも定めのない事項があった場合のための規定であるから、一義的に

明確に定められている常勤支援員確保義務との関係で問題となることはあ

りえない。

⑶ 役務の性質と重要性

以上から、常勤支援員確保義務につき内容特定と内容固定とが求められ、

これが基本協定で規定されているのは、継続的役務提供契約の性質と、公共

サービスの水準確保（民主的コントロール）の要請とからの帰結であること

が確認された。

くわえて、常勤支援員確保義務が、㈱トライが児童福祉法上の放課後児童

健全育成事業者として負う役務であることも、内容の固定を要請する。

たとえば、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２

６年厚生労働省令第６３号）４条２項は、「最低基準を超えて、設備を有し、

又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由

として、その設備又は運営を低下させてはならない。」としていわゆる制度

後退禁止原則を規定している。

また、児童福祉の観点から、常勤支援員の確保が重要な債務であることは、

第１準備書面、原告準備書面⑷、第５準備書面等で論じてきたところである。

春日部市もその重要性に着目してきた（上記２⑶イ）。重要な債務であるか

らこそ、これが特定された場合には、受益者のためにも固定される必要があ

る。

⑷ 公募の公平性

上記１⑷で論じた公募の公平性については、成立した基本協定の内容につ

いての固定性、とくに常勤支援員確保義務の固定性についても、同様のこと

がいえる。

⑸ 小括

以上より、常勤支援員確保義務は、基本協定により確定度を高める必要が
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あり、特定された同義務の内容は、固定される必要がある。

４ 債務不履行責任

以上を踏まえて、改めて㈱トライの債務不履行責任を確認する。

⑴ 債務不履行であること

ア 上記のように、㈱トライには重要な役務として常勤支援員確保義務が課

され、その内容が高い確定度で基本協定に規定されたにもかかわらず、そ

の必要数を確保しなかったのであるから、㈱トライが債務の本旨に反した

こと、すなわち債務不履行であることは明らかである。

イ なお、被告は、㈱トライの負う債務は手段債務であるから、常勤支援員

確保義務違反が債務不履行とならないなどと主張するため、念のため付言

する。主張の趣旨は定かでない部分があるが、被告は、債務の本旨に従っ

た履行かどうか、また、帰責事由があるかどうかの判定が、しばしば困難

であるという役務提供契約の一般的特徴を問題としているようである。

上記困難性の原因は、主に、①サービスの性質上、給付の質に幅があり

うること、②判定には専門的判断を要する場合があること、③判定基準も

複数ありうること、④サービスの成果は、受給者の協力の度合いやその主

観的事情によって異なりうること、⑤立証の困難があること、にあると考

えられる（甲３８・２３９頁）。

しかし、上記３⑴で論じたように、本件における常勤支援員確保義務は、

その内容が基本協定により特定されており、①給付の質に幅は生じ得ない

し（そもそも客観的な数値で判断されるから「質」の問題ではない、とも

いえる。）、④サービス内容は数額的に明確であるから主観が入り込む余

地はない。同様に、内容の特定により、②不履行の判定に専門的判断は必

要なく、③判定基準も単純であり、⑤立証も容易である。

したがって、被告の反論は認められない。

⑵ 損害
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常勤支援員確保義務によって生じた損害は、確保できなかった人数分の常

勤支援員の人件費である。

常勤支援員確保義務の内容の確定度の高さにより、その対価としての人件

費が容易に算出できることは、上記３⑴で論じた。

現に、指定管理料の具体的な額は、事業計画書で提示された額に基づき算

定されることになるが、事業計画書には、人件費の「内訳等積算根拠」とし

て「配置場所（部署・施設等）」、「職種」、「雇用形態」、「年間人件

費」、「配置人数」、「備考」その内訳も明示する必要がある（甲６・８４

頁）。このことから、常勤支援員の不足分に対する対価の算出は、可能かつ

容易なのである。

以上は、役務提供契約で債務不履行が問題となる際のリスクを想定して予

め役務内容を特定し対価関係を明確に定めたものであるから、これが損害と

なることは明らかである。

５ 監視監督

⑴ 事業報告書の提出

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し

事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しな

ければならない（地方自治法２４４条の２第７項）。

これは、公の施設の設置者たる地方公共団体が、当該公の施設の管理状況

や住民利用の状況等、指定管理者による管理の実態を把握するためのもので

ある（甲４１・２６頁以下。）

事業報告書の基本的な項目としては、①管理業務の実施状況や利用状況、

②料金収入の実績や管理経費等の収支状況、等が考えられる（甲４３・２７

頁、甲４１・１３０頁）。

⑵ 継続監視

公共団体には、指定管理者が協定書、事業計画書等に従い、適切に施設運
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営を行っているかを的確に把握することが求められている（地方自治法２４

４条の２第１０項）。

そのため、指定管理者により提供される公共サービス水準の監視（測定・

評価）を実施する（継続監視（モニタリング）。甲４３・２９頁）。

指定管理者に対する評価に関する留意事項としては、①評価項目・配点等

について客観性・透明性が確保されているか、②モニタリングの数値、方法

等について客観性・透明性が確保されているか、③評価する施設の態様に応

じた適切な評価を実施しているか、④評価結果についての必要な情報公開が

されているか、等が挙げられている（甲４１・２１３頁）。

⑶ 継続監視後の措置

地方公共団体は、経営効率を重視する等のあまり要員の配置や施設の管理

が当該施設の設置目的を効果的に達成するために適切なものとなっていない

ときには、指定管理者に対し、調査権や指示権を行使することができる（甲

４１・１３５頁）。

春日部市は、継続監視後の措置として以下を行うこととしている（甲４３

・３１頁）。

①市は、継続監視の評価結果を指定管理者に速やかに通知する。

評価した事項の中で基準を満たしていない事項については指導を行う。

指定管理者による施設の管理状況及び制度導入の効果について市民に公表

するため、年次継続監視評価表については、指定管理者への通知後にホーム

ページへ掲載する。

②市は、継続監視の評価結果が基準に満たない時や利用者が安心・安全に施

設利用できないなどの重大な問題がある時は、書面により改善指導を行う。

改善指導は、指定管理者制度所管課へ通知する。

③指定管理者は、市からの改善指導に基づき、直ちに改善指導項目の対応策

を「改善計画書」としてとりまとめ、市の承認を受けるものとする。市は承
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認に当たって改善計画書の変更を求めることができる。

④市は、改善指導によっても業務の改善が認められない場合は、検証委員会

を開催し、現行の指定管理者による管理の継続の適否について審議する。

⑤「管理の継続が適当でない」と認められるときは、市は、指定を取り消し、

又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

⑷ 基準の固定

以上のように、指定管理者に対し民主的コントロールを及ぼすべくモニタ

リングの制度が整備されている。

管理業務が指定管理者に求められる基準どおりに履行されているかどうか

の確認と事業評価のためには、管理運営方針、管理運営体制の基準、管理業

務の実施基準が適切に定められていることが前提である。したがって、これ

らの基準は、定数的及び定性的な基準をできる限り明確に規定することが重

要である（甲１５・１５６頁）。

こうして定められた基準を改変してしまうと、適正で安定したモニタリン

グが不可能になる。とくに、公共サービスの水準の確保を目的としているの

であるから、一度定められた基準を切り下げることには、極めて謙抑的でな

ければならない。

本件では、常勤支援員確保義務を含む管理業務の内容は、指定期間の５年

間にわたり要求される債務として、募集要項等により応募より前に明らかに

された。これは、公共サービスの水準確保のために、社会福祉協議会が指定

管理者だった当時のモニタリングを通じて明らかとなった課題を踏まえて作

成されたものである。応募者は、募集要項の内容をみたす事業計画書を作成

し、提出している。指定期間は５年間であり、事業計画書も５年間分の記載

が必要である。事業計画書等に基づく選考の結果、㈱トライが指定管理者に

指定された。そのうえで、常勤支援員確保義務をはじめとする募集要項のほ

とんどの内容を踏襲する基本協定書が締結された。
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㈱トライの支援員確保に関するモニタリングは、以上の経緯を踏まえて確

定された常勤支援員の基準に沿ってなされる必要があり、その基準は維持

（固定）される必要がある。

６ 損害賠償の請求

最高裁判例の趣旨から、被告に㈱トライに対する損害賠償請求権の行使不行

使に関する裁量が存在しないことは、上記第１の３で論じたとおりである。

被告は、指定管理者が債務不履行となった場合に被告ないし春日部市がとり

うる手段の選択肢として、改善指導や指定の取消し等と、損害賠償請求権の行

使とを、一緒くたに論じる。

しかし、上記５でみたとおり、指定の取消し等は、指定管理者に対するモニ

タリングの結果、将来に向けてなされる改善指導や、公の施設責任を果さなか

ったとしてなされる制裁である。一方、損害賠償請求は、発生した損害の填補

を目的とするものである。両者はその目的を異にする（第１１準備書面）。

現に春日部市も指定管理者制度運用指針において、指定の取消し等は継続監

視後の措置として明示する一方、損害賠償請求は、継続監視後の措置としては

位置づけていない（３１頁）。

以上からしても、被告に損害賠償請求権の行使に関する裁量が存在しないこ

とは明らかである。

７ 協定書の内容変更

以上みてきたとおり、本件において指定管理者の債務として特定された常勤

支援員確保義務は、その内容が将来にわたって（少なくとも指定期間におい

て）固定されなければならない。

被告準備書面⑺はこれを否定するかのごとき主張をするが、不明確な部分が

あるため、第１０準備書面にて行った求釈明に対する回答をまって、改めて反

論を予定する。

以上


